
平成30年1月1日より 
水産用抗菌剤＊の取り扱いが変わります 

京都府水産事務所   （代）0772-25-0129 （FAX）0772-25-1532 

＊水産用抗菌剤とは？ 
 水産用医薬品の内、細菌が原因で起こる病気で魚が死んでしまうのを抑えるための薬です。 
 農林水産省発行のパンフレット『水産用医薬品の使用について』で区分の欄に「抗菌・抗生物質」と書かれているものが当てはまります 

水産用抗菌剤の購入を検討されている場合は京都府水産事務所魚病担当へご相談下さい。 

これまで・・・ 

養殖業者等 医薬品販売業者 各自の判断で水産用抗菌剤を購入 

これから・・・ 

養殖業者等 医薬品販売業者 
都道府県の指導機関 

（京都府水産事務所） 

①書類提出 
・水産用医薬品使用記録票（別記様式１）の写し 
・水産用抗菌剤使用指導書交付申請書（別記様式２） 

②交付 
・水産用抗菌剤使用指導書（別記様式３） 

③書類提出 
・水産用抗菌剤使用指導書（別記様式３）の写し 

④販売 

どの水産用抗菌剤を使えば魚の斃死を抑えられるかを指導機関と一緒に考えてから購入 


